






自動車分解整備事業事務取扱要領（平成１４年８月２０日付け達第３９号）の一部改正（新旧対照表） 
                                                            別紙 

新 旧 
自動車特定整備事業事務取扱要領 

達第３９号 
平成１４年８月２０日 

改正 達第１１号 
平成１８年３月３１日 

改正 達第 ２号 
平成１８年６月 ２日 
  改正 達第１１号 
平成２７年３月１９日 

改正 達第 １号 
平成３１年４月５日 
改正 達第１１号 

令和２年３月３０日 
 
（規定する範囲） 
第１条 北陸信越運輸局管内の自動車特定整備事業の認証（以下「認証」と

いう。）に関する事務取扱いについては、道路運送車両法（以下「法」とい

う。）及び道路運送車両法施行規則（以下「施行規則」という。）等関係法令

並びに関係通達など別に定めるものによるほか、この要領の定めるところに

よるものとする。 
（認証の申請） 
第２条 法第７９条第１項の規定による認証の申請は、第１号様式によるも

のとする。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 
 ⑴ 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を

特定できる書面 
 ⑵ 申請者が個人の場合にあっては、住民票等申請者を特定できる書面 
⑶ 土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証の写し等事業場の所在

地を証する書面 
⑷ 作業場名（優良自動車整備事業者の認定を受けている者であって、自

動車特定整備事業の屋内作業場と兼用している場合は、各々の事業場

名）、レイアウト、寸法、縮尺、方位等を記載した作業場等平面図(第１

号様式の事業場平面図に記載する場合は省略できる。) 

自動車分解整備事業事務取扱要領 
達第３９号 

平成１４年８月２０日 
改正 達第１１号 

平成１８年３月３１日 
改正 達第 ２号 

平成１８年６月 ２日 
  改正 達第１１号 
平成２７年３月１９日 

改正 達第 １号 
平成３１年４月５日 

 
 
 
（規定する範囲） 
第１条 北陸信越運輸局管内の自動車分解整備事業の認証（以下「認証」と

いう。）に関する事務取扱いについては、道路運送車両法（以下「法」とい

う。）及び道路運送車両法施行規則（以下「施行規則」という。）等関係法令

並びに関係通達など別に定めるものによるほか、この要領の定めるところに

よるものとする。 
（認証の申請） 
第２条 法第７９条第１項の規定による認証の申請は、第１号様式によるも

のとする。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 
 ⑴ 申請者が法人の場合にあっては、商業登記簿謄本等申請者及び役員を

特定できる書面 
 ⑵ 申請者が個人の場合にあっては、住民票等申請者を特定できる書面 

⑶ 土地又は建物の登記簿謄本、建築物の確認済証の写し等事業場の所在

地を証する書面 
⑷ 作業場等のレイアウト、寸法、縮尺、方位等を記載した作業場等平面

図(第１号様式の事業場平面図に記載する場合は省略できる。) 
 

 



自動車分解整備事業事務取扱要領（平成１４年８月２０日付け達第３９号）の一部改正（新旧対照表） 
                                                            別紙 

⑸ （略） 
⑹ 電子制御装置整備を行う事業場にあっては、法第５７条の２第１項に

規定する自動車の型式に固有の技術上の情報（施行規則第３条第９号の

自動車の整備又は改造を行わない場合にあっては、自動運行装置に係る

ものを除く。）及びエーミング作業に必要な機器を入手することができる

体制を確認できる書面(第１号様式に記載する場合は省略できる。) 
(7) 離れた作業場を有する場合にあっては、当該作業場の土地の使用に係

る契約書 
(8) 電子制御装置点検整備作業場を共同使用する場合にあっては、当該作

業場の共同使用に関する契約書の写し並びに当該作業場の位置、面積及

び車両置場の位置を記載した書面 
(9) 施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う離れた作業場を有する

場合にあっては、分解整備及び電子制御装置整備の認証を受けている事

業者と施行規則第３条第８号ハに掲げる作業を行う事業者が交わした契

約書の写し 
３ 法第８０条第１項第２号各号に該当しないことを証する書面は、第１項

の申請書の宣誓書欄（宣誓書を別に添付する場合は当該書面）に申請者（法

人にあっては、役員全員とする。）が氏名を記載（法人にあっては役職名も

記載する。）のうえ押印したものとする。ただし、氏名を自署した場合には

押印を省略できるものとする。また、代表する役員が役員全員について法第

８０条第１項第２号に該当しない旨の宣誓をしたときは、その他役員の役職

名及び氏名を記載することで足りるものとする。 
 （業務の範囲の限定） 
第３条 業務の範囲の限定は、次の範囲内で行うものとする。 
 ⑴ 原動機の特定整備を行う事業場であって、軽油を燃料とする原動機又

はガソリン若しくは液化石油ガスを燃料とする原動機の点検・整備を行

わない事業場にあっては、それぞれ「軽油を燃料とする原動機を除く」、

「ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機を除く」とする。 
 ⑵ カタピラを有する大型特殊自動車に限定して特定整備を行う事業場に

あっては、「カタピラ付大型特殊自動車に限る」とする。 
（自動車特定整備事業の種類等の変更申請） 
第４条 認証を受けている者が、次に掲げる事項を変更しようとする申請は、

第２号様式によるものとする。 
 ⑴ 自動車特定整備事業の種類 
 ⑵ 対象とする自動車の種類 

⑸ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 法第８０条第１項第２号各号に該当しないことを証する書面は、第１項

の申請書の宣誓書欄に申請者（法人にあっては、役員全員とする。）が氏名

を記載（法人にあっては役職名も記載する。）のうえ押印したものとする。

ただし、氏名を自署した場合には押印を省略できるものとする。また、代表

する役員が役員全員について法第８０条第１項第２号各号に該当しない旨

の宣誓をしたときは、その他役員の役職名及び氏名を記載することで足りる

ものとする。 
 (業務の範囲の限定) 
第３条 業務の範囲の限定は、次の範囲内で行うものとする。 
 ⑴ 原動機の分解整備を行う事業場であって、軽油を燃料とする原動機又

はガソリン若しくは液化石油ガスを燃料とする原動機の点検・整備を行

わない事業場にあっては、それぞれ「軽油を燃料とする原動機を除く」、

「ガソリン若しくは液化石油ガスを燃料とする原動機を除く」とする。 
 ⑵ カタピラを有する大型特殊自動車に限定して分解整備を行う事業場に

あっては、「カタピラ付大型特殊自動車に限る」とする。 
（事業の種類等の変更申請） 
第４条 認証を受けている者が、次に掲げる事項を変更しようとする申請は、

第２号様式によるものとする。 
 ⑴ 認証の種類 
 ⑵ 対象とする自動車の種類 
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⑶ 対象とする整備及び装置の種類 
 ⑷ 業務の範囲の限定 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 
 ⑴ すでに交付を受けている認証書 
 ⑵ 第２条第２項第３号から第８号に規定する書面のうち変更事項に係る

もの(第２条第２項第４号に規定する書面については、第２号様式の事業

場平面図に記載する場合は省略できる。) 
（認証書の交付） 
第５条 運輸局長は、認証（第４条の変更によるものを含む。）をしたときは、

認証書を申請者に交付するものとする。 
 
２ 前項に規定する認証書の様式は、第６号様式によるものとする。 
３ 認証番号は、次によるものとする。ただし、前条に規定する場合にあっ

ては、認証番号を従前のとおりとする。 
 

支局別 認 証 番 号 

新 潟 新認証第(１からの一連番号)号 

長 野 長認証第(１からの一連番号)号 

富 山 富認証第(１からの一連番号)号 

石 川 石認証第(１からの一連番号)号 
４ 第１項の規定による認証書は、再交付をしないものとする。 

（変更等の届出） 
第６条 法第８１条（第２項を除く）から第８３条までの規定による届出は、

第２号様式（変更等の届出が法第８１条第１項第２号のみの場合は、第５号

様式）によるものとする。 
２ 法第８１条第１項第２号の規定による役員の変更にあっては、第２条第

３項を準用するものとする。 
３ 第１項の届出書には、次に掲げる書面等を添付するものとする。 
⑴ 法第８１条第１項第１号及び第２号に規定する変更にあっては、商業

登記簿謄本等変更された事項を証する書面 
 ⑵ 法第８１条第１項第３号に規定する変更にあっては、第２条第２項第

３号に掲げる書面 

 ⑶ 対象とする装置の種類 
 ⑷ 業務の範囲の限定等 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 
 ⑴ すでに交付を受けている認証書 
 ⑵ 第２条第２項第３号から第５号に規定する書面のうち変更事項に係る

もの(第２条第２項第５号に規定する書面については、第２号様式の事業

場平面図に記載する場合は省略できる。) 
（認証書の交付） 
第５条 運輸局長は、認証（対象とする自動車の種類及び対象とする装置の

種類の変更並びに業務の範囲を限定又は解除するときを含む。）をしたとき

は、認証書を申請者に交付するものとする。 
２ 前項に規定する認証書の様式は、第６号様式によるものとする。 
３ 認証番号は、次によるものとする。ただし、前条に規定する場合にあっ

ては、認証番号を従前のとおりとする。 
 

支局別 認 証 番 号 

新 潟 新認証第(１からの一連番号)号 

長 野 長認証第(１からの一連番号)号 

富 山 富認証第(１からの一連番号)号 

石 川 石認証第(１からの一連番号)号 
４ 第１項の規定による認証書は、再交付をしないものとする。 

（変更等の届出） 
第６条 法第８１条（第２項を除く）から第８３条までの規定による届出は、

第２号様式（変更等の届出が法第８１条第１項第２号のみの場合は、第５号

様式）によるものとする。 
２ 法第８１条第１項第２号の規定による役員の変更にあっては、第２条第

３項を準用するものとする。 
３ 第１項の届出書には、次に掲げる書面等を添付するものとする。 
⑴ 法第８１条第１項第１号及び第２号に規定する変更にあっては、商業

登記簿謄本等変更された事項を証する書面 
 ⑵ 法第８１条第１項第３号に規定する変更にあっては、第２条第２項第

３号に掲げる書面 
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⑶ 法第８１条第１項第４号に規定する変更にあっては、第２条第２項第

４号及び第７号から第９号に規定する書面のうち変更事項に係るもの(第
２条第２項第４号に規定する書面については、第２号様式の事業場平面

図に記載する場合は省略できる。) 
 ⑷ 法第８２条第２項に規定する届出にあっては、商業登記簿謄本等事業

の相続、合併及び分割の事実を証する書面 
 ⑸ 法第８３条第２項に規定する届出にあっては、譲渡証明書等事業の譲

渡の事実を証する書面 
（廃止届出） 
第７条 法第８１条第２項に規定する届出にあっては、第３号様式によるも

のとし、すでに交付を受けている認証書を添付するものとする。 
（申請及び届出事項の併記等） 
第８条 第４条に規定する申請と第６条に規定する届出を同時にしようとす

るときは、これを第２号様式に併記して行うことができ、かつ、重複する添

付書面については、これを１通とすることができるものとする。 
（整備主任者に関する届出） 
第９条 施行規則第６２条の２の２第２項に規定する届出は、第４号様式に

よるものとする。ただし、同項第１号及び第２号に規定する事項に係る変更

の届出にあっては、第２号様式による届出をもって代えるものとする。 
２ 前項の届出書（前項ただし書きの変更届を除く。）には、次に掲げる書面

を添付するものとする。 
 
 
 
 ⑴ 分解整備のみを行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合には、自

動車整備士技能検定の合格証書の写し、自動車整備士技能検定の合格証

明書の写し又は自動車整備技能者手帳の写し等一級又は二級の自動車整

備士の技能検定に合格したことを証する書面 
 ⑵ 電子制御装置整備のみを行う事業場の整備主任者の選任の届出の場合

には、施行規則第５７条第７号に規定する運輸監理部長若しくは運輸支

局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し又は自動車整備士技

能検定の合格証書の写し、自動車整備士技能検定の合格証明書の写し若

しくは自動車整備技能者手帳の写し等一級の自動車整備士（一級二輪の

自動車整備士を除く。）の技能検定に合格したことを証する書面 
 ⑶ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者の選任の届

⑶ 法第８１条第１項第４号に規定する変更にあっては、第２条第２項第

４号に掲げる書面 
 
 
 ⑷ 法第８２条第２項に規定する届出にあっては、商業登記簿謄本等事業

の相続、合併及び分割の事実を証する書面 
 ⑸ 法第８３条第２項に規定する届出にあっては、譲渡証明書等事業の譲

渡の事実を証する書面 
（廃止届出） 
第７条 法第８１条第２項に規定する届出にあっては、第３号様式によるも

のとし、すでに交付を受けている認証書を添付するものとする。 
（申請及び届出事項の併記等） 
第８条 第４条に規定する申請と第６条に規定する届出を同時にしようとす

るときは、これを第２号様式に併記して行うことができ、かつ、重複する添

付書面については、これを１通とすることができるものとする。 
（整備主任者に関する届出） 
第９条 施行規則第６２条の２の２第２項に規定する届出は、第４号様式に

よるものとする。ただし、同項第１号及び第２号に規定する事項に係る変更

の届出にあっては、第２号様式による届出をもって代えるものとする。 
２ 前項の届出書（前項ただし書きの変更届を除く。）には、自動車整備士技

能検定の合格証書の写し、自動車整備士技能検定の合格証明書の写し、自動

車整備技能者手帳の写し等一級又は二級自動車整備士の技能検定に合格し

たことを証する書面を、また、整備主任者の氏名の変更にあっては、戸籍抄

本等変更の事実を証する書面の写しを添付するものとする。 
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出の場合には、一級二輪又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した

者にあっては、施行規則第５７条第７号に規定する運輸監理部長若しく

は運輸支局長が行う講習を修了したことを証する書面の写し、一級の自

動車整備士（一級二輪の自動車整備士を除く。）の技能検定に合格した者

にあっては、自動車整備士技能検定の合格証書の写し、自動車整備士技

能検定の合格証明書の写し又は自動車整備技能者手帳の写し等一級の自

動車整備士（一級二輪の自動車整備士を除く。）の技能検定に合格したこ

とを証する書面 
⑷ 整備主任者の氏名の変更の届出の場合には、戸籍抄本等変更の事実を

証する書面 
（自動車特定整備事業の証明） 
第 10 条 運輸局長は、自動車特定整備事業者からの願出により、現に効力の

ある認証に係る事項について証明を行うことができるものとする。 
２ 前項の願出書の様式は、第７号様式によるものとする。 
３ 第１項の証明は、前項の願出書に奥書で証明し、願出者に交付するもの

とする。 
（申請書等の提出数） 
第 11 条 申請書、届出書及び添付書面の提出数は、１通とする。ただし、第

10 条に規定する願出書は、２通とする。 
（認証審査の実施） 
第 12 条 運輸支局長は、第２条に規定する申請を受理したときは、書面審査

を行うとともに現地確認を実施し、認証基準への適合性について確認するも

のとする。なお、第４条に規定する申請についても必要に応じて現地確認を

実施するものとする。 
（認証申請案内） 
第 13 条 運輸支局長は、申請者の利便と事務処理の合理化を図るため、認証

申請の手続方法、申請者が留意しなければならない事項及び申請から認証ま

でを記載した「認証申請案内」を作成し、常時、閲覧等ができるようにして

おくものとする。 
附  則 
１ 本達は、平成１４年９月１日から施行する。 
２ 本達の施行に伴い、平成１４年７月１日付け達第２号「自動車分解整備

事業事務取扱要綱」は廃止する。 
３ 申請及び届出に係る様式は、当分の間、従前の様式を使用することがで

きる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（自動車分解整備事業の証明） 
第 10 条 運輸局長は、自動車分解整備事業者からの願出により、現に効力の

ある認証に係る事項について証明を行うことができるものとする。 
２ 前項の願出書の様式は、第７号様式によるものとする。 
３ 第１項の証明は、前項の願出書に奥書で証明し、願出者に交付するもの

とする。 
（申請書等の提出数） 
第 11 条 申請書、届出書及び添付書面の提出数は、１通とする。ただし、第

10 条に規定する願出書は、２通とする。 
（認証審査の実施） 
第 12 条 運輸支局長は、第２条及び第４条（第１号から第３号までについて

は縮小又は減縮する場合を除き、第４号については新たに限定する場合を除

く。）に規定する申請を受理したときは、書面審査を行うとともに現地確認

を実施し、認証基準への適合性について確認するものとする。 
 
（認証申請案内） 
第 13 条 運輸支局長は、申請者の利便と事務処理の合理化を図るため、認証

申請の手続方法、申請者が留意しなければならない事項及び申請から認証ま

でを記載した「認証申請案内」を作成し、常時、閲覧等ができるようにして

おくものとする。 
附  則 
１ 本達は、平成１４年９月１日から施行する。 
２ 本達の施行に伴い、平成１４年７月１日付け達第２号「自動車分解整備

事業事務取扱要綱」は廃止する。 
３ 申請及び届出に係る様式は、当分の間、従前の様式を使用することがで

きる。 
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附  則 
（略） 
附  則 
１ 本達は、令和２年４月１日から施行する。 
２ 申請及び届出に係る様式（道路運送車両法施行規則第３条に規定する分

解整備に係る申請及び届出に限る。）は､令和６年３月３１日までの間､従前

の様式を使用することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
附  則 
（略） 
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第１号様式 
 

  

第１号様式 
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第２号様式 

 
     

第２号様式 
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第３号様式 

 
 
 

第３号様式 
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